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富士山は 1707 年の宝永噴火以降，300 年以上静穏な状態が続いているが過去 3200 年の間に 135 回以

上の噴火が発生した国内でも有数の活火山である．富士砂防事務所では，富士山で想定される火山災害

をできる限り軽減するため，関係機関と共にハード対策とソフト対策からなる緊急減災対策を迅速かつ

効果的に実施する検討を行っている．本論文では，当事務所における火山噴火対策計画の基本的な内容

と取り組みについて述べる. 
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１．富士山における噴火対策の概要について１） 
平成 12 年に山体地下深部で群発低周波地

震が観測されたことを契機に，本格的な富士山

火山噴火対策の検討が始まり，平成 16 年 6月，

富士山火山防災マップが公表された．この成果

に基づき，平成 26 年 2 月に富士山火山防災対

策協議会より富士山火山広域避難計画がまと

められ，溶岩流による避難対象者は 75 万人と

公表された．富士山麓には，多数の住民のみな

らず，国道 1 号や 246 号，138 号，139 号，東

名・新東名高速道路，JR 東海道新幹線・JR 東

海道本線といった経済活動に大きな影響を及

ぼすインフラ・ライフラインが存在する.火山

噴火は風水害に比べ頻繁には発生しないもの

の，一旦発生すればその社会的影響は非常に大

きいものとなる．このため，噴火時の対策とし

て，平常時に行う基本対策だけでなく，噴火の

予兆があった際，または発生した場合に備える

緊急減災対策を集中的に実施することで，噴火

時の地域の安全を確保する必要がある.（図-１） 

 
図-１ 噴火対策の基本的な考え方 

２．噴火時における対象現象 
平成 28 年 3 月に策定された富士山噴火対応

火山砂防計画で対象とする土砂移動現象は，約

3200 年前以降複数の噴火実績を有し，発生頻

度が高い現象のうち，直接人命や財産に多大な

被害を及ぼすと考えられる下記の 3 種類とし

ている. 
（１） 溶岩流 

マグマが火口から噴出して高温のまま地表

を流れ下る現象である.溶岩流は，人が歩く程

度の速度であり，避難までの時間的猶予がある

ことから人的被害は少ないと考えられるが，高

温であるため建物や山林の延焼被害が大きい. 
（２） 降灰後の土石流 

本来火山山腹は，スコリアや軽石など浸透性

の高い物質から形成されるため，高い浸透能を

有している.しかし，噴火により火山灰がその

上を覆うことで著しく浸透能が低下し，少量の

降雨でも表面流が発生する.この表面流が渓流

を流下することで，土砂，岩石，火山灰を含み

ながら流下して土石流となる. 
（３） 融雪型火山泥流 

積雪期において噴火に伴う火砕流等の熱に

よって融雪し，その水が土砂や岩石を巻き込

みながら高速で流下する現象である.流下速度

は 60km/h を超えることもあり，大規模な災害

を引き起こす恐れがある.1926 年の十勝岳の噴

火では 144 名が犠牲となり，372 の建物が被

害を受けた.噴火とほぼ同時に発生する可能性

があるため，避難までの時間的猶予が少な

く，流下方向によっては人的被害につながり

やすい. 



 

３．富士山噴火に備えた防災対策の現状 
（１）防災体制  
富士山の噴火は広域に影響が及ぶため火山

噴火時には，国，県，市町村が，連携して統一

のとれた対策を実施し，情報共有を図ることが

重要となる．このため緊急時には，内閣府は平

成 24 年 6 月に発足された富士山火山防災対策

協議会を含む関係機関で構成される火山災害

警戒合同会議等を開催する.本会議では，気象

庁や火山専門家からなる火山噴火予知連絡会

が設置する富士山部会は，上記の合同会議に対

して情報提供やアドバイスを行う． 
（２） 噴火警報，噴火警戒レベル 
気象庁は，避難や立入り規制の指標とするため

噴火警報を発表する．気象庁は富士山では平成

19 年 12 月 1 日から噴火警戒レベルを運用して

いる(図-2)．噴火警報で対象としている主な火

山現象は大きな噴石，火砕流，融雪型火山泥流

等で，これらの火山現象は発生を確認してから

避難するのでは間に合わないため，予め噴火し

た時に影響が及ぶ可能性の高い範囲から待避

行動を取るための情報として，レベル 1 からレ

ベル 5 までの 5 段階で警戒レベルを表す.ただ

し,噴火警戒レベルを上げる際は,１，3,４，5 の

４段階で評価する。注意点として，富士山にお

いては噴火警戒レベルを上げる際は，２はない

ものとして扱い，１，３，４，５の４段階で評

価する.富士山は噴火の想定範囲が広く，噴火

口の位置が特定できないためである.反対にレ

ベルを下げるときには火口位置は特定されて

いるため，５段階で表す. 
（３）広域避難計画 
平成 23 年 12 月に，防災基本計画において火山

防災協議会の位置づけが明確化された.富士山

においても周辺住民の避難等の火山防災対策

を共同で検討するため，国（内閣府，国土交通

省，気象庁），火山専門家，三県（山梨県，静

岡県，神奈川県）及び周辺市町村などが参加し，

富士山火山防災対策協議会を平成 24 年 6 月に

設立した．また，噴火によって発生する溶岩流

の流下が想定される範囲を，富士山の山頂から

延びる比較的大きな尾根により 17 に区分して

“ライン”と呼称した. 溶岩流等の影響想定範

囲は，溶岩流の最終到達範囲とし，これを第 1
次から第 4 次 B までの 5 つの避難対象エリア

に区分した． 
（４）火山活動の監視状況及び施設整備状況 
火山活動状況の監視・観測は，気象庁及び山

梨県，静岡県，富士砂防事務所，東京大学，防

災科学技術研究所，国土地理院が実施しており，

ＣＣＴＶカメラや雨量計，地震計，ＧＰＳ，空

振計，傾斜計，歪計，全磁力計が設置されてい

る．取得した画像は気象庁の火山監視・情報セ

ンターに送られ，火山活動状況の観測・監視に

用いられている．監視・観測結果に基づく富士

山の火山活動状況に関する情報は，気象庁から

噴火警報等の火山防災情報で関係機関に伝達

され，火山噴火予知連絡会を通じて情報共有が

されている．  
富士山周辺には，山梨県，静岡県，富士砂防

事務所により実施されている砂防堰堤や沈砂

地が多く存在している．現状では，砂防施設が

無い渓流も多数存在し，緊急時の対応だけでは

被害が軽減できない可能性があるため，平常時

から砂防施設を整備し，地域安全度を高めてお

くことが必要である． 

 

図-2 富士山の噴火警戒レベル２) 
 
４． 緊急ハード対策 
（１）緊急ハード対策の種類 
緊急ハード対策は，緊急対策カルテに基づき，

2 週間～3 か月以内の期間で，既存砂防施設や

仮設構造物等により，降灰後土石流等の捕捉・

減勢により被害の低下軽減を図るものである.
主に降灰後土石流の被害軽減を目的としたも

のと，融雪型火山泥流・溶岩流に対し，避難時



 

間の確保・流下方向の抑制を行うことで緊急ソ

フト対策の補助を行うものがある. 
対策実施個所は，住民の避難時間や高い被害

軽減効果を得ることができるような場所の中

から，施工規模，工事費，用地，工事期間，施

工地点へのアクセスなどを考慮して決定する．

既存の砂防施設がある場所では，除石工により

土砂捕捉量の増加を図る等といった早急に実

施できる対策が効果的である．噴火活動の状況

に応じて，追加で仮設堰堤や仮設導流堤等の対

策を実施する.以下に対策の概要を示す. 
 

a) 既設砂防施設の堆砂域における除石工・掘

削工（図-3） 
既存砂防施設の堆砂土砂を掘削することに

より，捕捉土砂量を確保・拡充することを目的

に実施する．  
 

b) 仮設砂防堰堤（図-3） 
大型土のうやコンクリートブロック等によ

り仮設の砂防堰堤を配置し，土砂を捕捉するこ

とを目的に実施する．  

 
図-3 仮設砂防堰堤,掘削工 

 
c) 仮設導流堤（図-4） 
大型土のうやコンクリートブロック等を設

置して，土石流等が保全対象を直撃することを

防ぎ，下流域へ導流させることを目的に実施す

る．主に保全対象とは,住宅が密集している地

域や経済活動に大きな影響を及ぼすインフラ・

ライフラインを指す. 

 
図-4 仮設導流堤 
 

富士砂防事務所では，平常時よりコンクリー

トブロックの備蓄を行っており，全体計画では，

静岡県側に約 2 万個，山梨県側に約 2 万 5 千

個のブロックを備蓄する計画である. 
現状は（R2.3 月時点），静岡県側富士宮砂防出

張所裏において，整備計画個数 4300 個の内，

1650 個の備蓄が完了している.山梨県側剣丸尾

ストックヤードにおいては，全体計画の 6800
個の内，3000 個の備蓄が完了している.現状の

進捗率としては全体計画の 10%程度であるた

め，今後備蓄する箇所を増やし緊急減災対策工

の迅速な対応に備える必要がある. 

 
図-5 静岡県富士宮砂防出張所裏のブロックヤ

ード 
 
（２）緊急ハザード対策のシミュレーションに

よる検討 
溶岩流の対策には主に，捕捉（貯留）による

流出量の減少，到達時間の遅延をする流出抑制

と溶岩流から保全対象を守るために，流下方向

を変える流行制御の２種類がある. 
図-6 は高さ３ｍ程度の土堤・ブロック積みに

よる仮設堰堤を，溶岩流の流下方向に対して直

行に配置した場合のシミュレーション結果で

ある.仮設堰堤直下の地点において，３０分弱

の到達時間遅延効果を発揮しており，最下流付

近の流出範囲も小さくなっている.しかし，上

流側において堰堤から溶岩流が溢れ，範囲が拡

大している箇所が見られる. 
図-7 のように導流堤による流行制御を図っ

た場合，土堤・導流堤を配置した方向の到達範

囲が縮小するが，その反面別の方向に流下する

到達範囲が拡大する，到達時間が逆に短くなる

などの弊害が見られた. 
今後の方針として，限られた時間内で最大の施

工可能性を考慮しつつ，施設規模（高さ）を大

きくした場合の効果検討や，地形に応じたより

効果的な施設構造・規模・工種を検討していく

必要がある. 



 

 
図-6 捕捉を主としたシミュレーション結果 

 

 

図-7 導流を主としたシミュレーション結果 
 
５． 緊急ソフト対策  
 火山噴火の発生規模は，事前の予測が困難で

あり，基本計画の砂防施設や緊急ハード対策だ

けでは限界がある．そこで，緊急ソフト対策で

は，「火山監視機器の整備」，「リアルタイムハ

ザードマップの作成」，「緊急調査」などを火山

活動の状況に応じて実施し，広域避難計画を支

援するための情報提供，火山噴火時の状況把握

や緊急ハード対策の安全管理を行う（図-8）． 
以下に緊急ソフト対策の概要を示す. 

 
図-8 緊急ソフト対策の概要 

 
（１） 火山監視機器の緊急的な整備 

噴火前に新たな火口位置が予測できた場合，

基本対策で整備済みの機器を補完するため，安

全な場所には必要に応じて山体監視機器を緊

急的に整備する．また，緊急ハード対策のため

の工事現場における安全管理を目的とした監

視機器についても同様に緊急的に整備を行う． 
 

（２） リアルタイム型ハザードマップの作成 
噴火により地形が変化した場合や，火口位置

が想定と異なる場合は，図-9 のような火口位置

をあらかじめ特定しておくプレアナリシス型

ハザードマップでは溶岩流や土石流の正確な

流出範囲は予測できない可能性がある.そこで，

検討外の火口から噴火した場合には，想定火口

を任意の場所に設定することができるリアル

タイム型ハザードマップ（図-10）が有効であ

る.これにより，従来のプレアナリシス型ハザ

ードマップで想定されていない位置で噴火し

た場合にも流出範囲の予測が可能となる.今後

の噴火活動の見通しがつく場合には，現象の種

類・規模・位置・流量などを想定した数値シミ

ュレーション解析による被害想定を検討し，関

係機関に提供する．また，可能ならばヘリによ

る上空からの調査や航空レーザ測量により，火

山活動に伴う地形の変化を把握しリアルタイ

ム型ハザードマップ作成のための地形データ

として活用する． 
 

 
図-9 プレアナリシス型ハザードマップ３） 

 

仮設堰堤 

導流堤 



 

 
図-10 リアルタイム型ハザードマップ 

 
（３） 土砂災害防止法に基づく緊急調査 
平成 23 年 5 月 1 日に施行された改正土砂災

害防止法では，大規模な土砂災害が急迫した危

険性が予想される場合は，国土交通省が緊急調

査を実施し，その結果に基づき被害が予想され

る区域・時期の情報（土砂災害緊急情報・随時

情報）を市町村へ通知し，災害対策基本法に基

づく市町村長の避難指示等の判断を支援する. 
 
（４） 富士山噴火を想定した防災訓練の実施 

防災訓練の目的は，現状の防災計画の課題を

抽出するとともに，防災担当者の対応能力を向

上することである．防災担当者の異動を考慮し，

訓練を関係機関と定期的に繰り返すことも必

要である．富士砂防事務所では，富士山周辺の

自治体，中部・関東地方整備局と協働して富士

山噴火を想定した火山噴火対応演習を定期的

に実施している．図-6 は昨年度行った噴火対応

演習の様子である .これは DIG（Disaster 
Imagination Game）形式と呼ばれる災害図上

訓練で，富士山火山噴火の降灰を想定し，土砂

災害防止法に基づく緊急調査や，二次災害防止

等の対応について実際に災害が起きた場合を

想定して，検討を行うものである. 
火山噴火への対応は，多数の防災機関が関連

して対応するため，平常時から噴火を想定した

防災訓練を実施することが重要である．  

 
図-11 噴火対応演習の様子（令和元年 11 月） 

６．おわりに 
富士山火山噴火対応は前述したとおり，市町

村，県，国交省，気象庁，自衛隊，建設業者，

一般住民の方々など様々な人たちが一体とな

らなければ成立しない.日頃から，演習等を通

して顔の見える関係を構築し，各機関がお互い

をフォローしあうことで，よりスムーズかつ正

確な避難対応，誘導を行える状態にしておくこ

とが重要である.また，避難対応は公助だけで

対応することは困難であり，住民の方々による

自助，共助の考え方が必要である.富士山の火

山活動で発生する事象や，それがどの範囲まで

およぶ恐れがあるのかを，正しく認識していた

だき，「正しく恐れる」「迅速な避難対応を行う」

ことができるような広報活動を行わなければ

ならない. 
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